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 基本設計に関する庁内検討を開始します              

新庁舎の部屋や建物の配置計画等の検討を行うため、各課の係長級職員等からなる「新庁舎機能

検討ワーキンググループ」を設置しました。10 月下旬の基本設計事業者決定後に向け、新庁舎の各

階に配置する部屋や課の在り方について、4 月～5 月に実施した町民アンケート結果や、県内の他自

治体における実例を参照しつつ、検討を開始します。 

10 月下旬の基本設計事業者決定後は、設計事業者が町や町民の意見を反映しながら設計図の作成

を進めていくことになります。町では、来年に開催する町民説明会等へ向け検討を本格化し、基本設

計事業者とともに、庁舎内の間取り等の検討を進めていく予定です。 

 

 基本設計プロポーザルの手続きが進行中です          

新庁舎の基本設計を行う事業者を選定するために 8 月上旬に開始した、基本設計業務プロポーザ

ルについて、各種手続きが進行中です。

プロポーザル手続きに参加する設計事業者を対

象に、新庁舎建設地（旧醸芳中学校跡地）の現地公

開を行いました。 

これは、設計事業者がプロポーザルの発表(プレ

ゼンテーション)に使用する技術提案書等を作成す

るにあたり、新庁舎建設地の現状を実際に確認し、

建設地に即した適切な提案を提出できるようにす

るため実施するものです。 

現地公開に続き、設計事業者から書面による質問

の受付を行いました。 

事業者からは、関係書類の記載方針や、周辺にお

ける下水道配管の整備状況、敷地内にある仮置き場

からの除染土の搬出に関する点など、約 30 項目に

わたり質問が提出され、町の回答を事業者やプロポ

ーザル審査委員に送付しました。 

 

 No.７ 
桑折町 

 新庁舎建設

プロポーザル実施の流れ(予定) 

８月上旬 事業者指名通知 

 

←現地公開 

←質疑・回答 

（事業者が技術提案書を作成） 

 

９月下旬 技術提案書の提出受付 

10月上旬 第1次審査：書類審査 

10月下旬 

第 2次審査：プレゼンテーション 

(発表会)とヒアリング(聞き取り) 

事業者決定 

 

現地公開 

質疑・回答 



 

8 月から旧醸芳中学校跡地（新庁舎建設地・やすらぎ園）周辺で、下記の通り用地測量等を実施し

ています。期間中は測量業者が委託箇所や隣接地に立入りし、ご迷惑をお掛けしておりますが、引き

続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

なお、測量業者の作業員は町が発行した身分証明書を携帯しております。 

今後、測量結果等をもとに、隣接地等の所有者の方へ、境界の再確認のための立会いをお願いいた

します。該当する方へは、9 月下旬から 10 月上旬頃に町からご連絡を差し上げますので、ご多忙中

のところ大変恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

 １．委 託 箇 所  桑折町大字谷地字道下地内 外（下図参照） 

 ２．作 業 期 間  平成２９年８月４日～平成３０年２月１５日（予定） 

 ３．委 託 業 者  渡辺エンジニアリング株式会社 公共事業グループ 

            福島県福島市野田町七丁目 4 番 69 号 

            電話５３５－２２２１ 

 ４．担  当  課  総務課新庁舎整備室 新庁舎整備係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本測量は、8 月 2 日に関係町内会に回覧・全戸配布した測量と同じものです。 

お知らせとお願い：新庁舎建設地・やすらぎ園周辺の測量を実施中 

委託箇所 

ⓒ国土地理院 電子国土Web 


